
SMAJの青少年保護の取り組みについて

一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構
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SMAJ 概要

2020年4月、SNS等における様々なソーシャルメディア上の課題への対応を加速
し、取り組みを強化するため、関連事業者により設立された団体。SNS起因の児
童被害防止のために設立された青少年ネット利用環境整備協議会を前身とする。

名称 一般社団法人 ソーシャルメディア利用環境整備機構

（英文名: Social Media Association of Japan (略称：SMAJ) ）

代表理事 宍⼾常寿 （東京⼤学⼤学院法学政治学研究科 教授）

曽我部真裕（京都⼤学⼤学院法学研究科 教授）

設立年月日 2020年4月23日

目的 ⚫ ソーシャルメディアの安心・安全な利用に向けた普及・啓発事業

⚫ SNS等のコミュニケーションサービス利用における様々な社会課題への対応及び
取組の加速

⚫ 利用者の安心安全な環境整備・向上や業界全体の健全な発展を促進する施策の検
討・実施 等
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会員および役員

当機構は、 SNS等のコミュニケーションサービスを提供している事業者等から構
成されており、日本で唯一のSNSを中心とした関連事業者団体

役員 所属・氏名

代表理事 東京⼤学⼤学院法学政治学研究科 教授 宍⼾常寿

代表理事 京都⼤学⼤学院法学研究科教授 曽我部真裕

常務理事 Facebook Japan株式会社 公共政策本部 部長
小俣栄一郎

理事 LINE株式会社 政策渉外室長 青木幸太郎

理事 虎ノ門南法律事務所 弁護士 上沼紫野

理事 慶応義塾⼤学法学部 教授 亀井源太郎

理事 Twitter Japan株式会社 公共政策マネージャー
清水愛子

理事 英知法律事務所 弁護士 森亮二

理事 中央⼤学文学部 教授 安野智子

理事 ByteDance株式会社 執行役員 山口琢也

監事 総合研究奨励会 理事 堀雅文

顧問 明治⼤学 名誉教授 新美育文

顧問 一橋⼤学 名誉教授 堀部政男

会員企業

（正会員A）

ByteDance株式会社 LINE株式会社

Facebook Japan株式会社 Twitter Japan株式会社

（正会員B）

株式会社アップランド 株式会社ミラティブ

グーグル合同会社 モイ株式会社

グリー株式会社 株式会社ユードー

ココネ株式会社 株式会社DouYu Japan

株式会社サイバーエージェント 株式会社jig.jp

合同会社スタープリンス note株式会社

株式会社ディー・エヌ・エー SHOWROOM株式会社

株式会社ナナメウエ Social Town

株式会社ニューズピックス UUUM株式会社

株式会社ミクシィ 17LIVE株式会社

（全24社）
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取組み方針

他団体や関連事業者と連携し、ソーシャルメディア等における課題（青少年の性
被害等）への対策を講じて、安心・安全な利用環境整備に取り組む

誤った情報への
接触や拡散

サービス面での
利用者保護施策

普及・啓発
補完

青少年の保護
（性被害等）

違法・有害な
コンテンツSNS上のいじめ

補完 補完

課題

業界全体での対策

SNS事業者のみならず、政府や関連団体と連携しつつ、実施。

協 働

〈SMAJの取組方針〉

オンライン上の
テロ関連コンテンツ



5

活動内容

◼実効性の高い利用者保護施策の検討・実施

これまで各事業者が実施してきた青少年保護やソーシャルメディアにおける課題
に対する取り組みを体系化した「ユーザー保護ナレッジデータベース」構築等を
通じて、継続的かつ実効性のある利用者保護施策を検討・実施

◼ SNS を活用した啓発活動の実施・サポート

これまで「青少年ネット利用環境整備協議会」で取り組んできた情報モラル等に
関する啓発活動を発展させ、政府・地方公共団体・NPO 等と連携しながら、
SNS 等を活用した効果的な啓発の実施や啓発活動のサポートを行う

◼利用者属性に応じた利用環境整備の推進

政府や関連事業者と連携しつつ、年齢等の利用者属性に応じた利用環境整備の推
進を図る
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各サービスの安心・安全な利用のための情報提供

• 主に保護者向けに、 SMAJのウェブサイト（https://smaj.or.jp/）にて、青少
年を中心とした利用者の安心・安全なサービス利用のための情報を提供してい
ます。

• サービスの安心・安全な利用のための情報提供を通じて、他の関連団体等とも
連携して保護者の関与を促進する普及・啓発を進めています。

SMAJのウェブサイト「安心・安全の取り組み」 例）Facebook

https://smaj.or.jp/safety/ https://smaj.or.jp/safety-facebook/

https://smaj.or.jp/
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政府・関係団体との連携

• 法務省人権擁護局、総務省、セーファーインターネット協会と共同でスローガ
ン #NoHeartNoSNS のもと、SNSのより良い利用環境実現に向けた取組みを
推進しています。

• SNSの利用で悩んでしまった際に役立てていただくための特設サイト
（https://no-heart-no-sns.smaj.or.jp/ ）を開設し、もしSNSで傷ついてし
まいそうな場合に活用できるブロックやミュート等の機能の紹介や、投稿の削
除依頼の手順、利用する中で困った際の相談先等をまとめています。

#NoHeartNoSNS特設サイト

https://no-heart-no-sns.smaj.or.jp/


